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内容 MAIN CONTENTS

06 東京 2020オリンピック聖火リレー

02 令和 3年度 当初予算

26 令和 2年度 安芸市児童生徒表彰

04 令和 3年度 施政方針

28 楽しく元気な 75歳以上の人をご紹介！
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→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 4広報あき 令和3年 4月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→5 広報あき 令和3年 4月
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月　日 場　所 時　間

第 1回目
4月 15日（木）
（庄司先生）

赤野公民館 9:15 ～ 9:30

穴内公民館 9:45 ～ 10:00

黒鳥公民館 10:15 ～ 10:30

市民館別館
（旧厚生会館） 10:45 ～ 11:00

安芸市体育館 11:15 ～ 11:30

月　日 場　所 時　間

第 2回目
4月 22日（木）
（葛岡先生）

伊尾木公民館 9:15 ～ 9:30

川北公民館 9:45 ～ 10:00

内原野公園下
駐車場 10:15 ～ 10:30

土居公民館 10:45 ～ 11:00

井ノ口公民館 11:15 ～ 11:30

成人男性の風しんの
抗体検査・予防接種
■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

　全国的な風しんの流行を受け、これまで法による定
期予防接種を受ける機会がなく、風しんの抗体価（免
疫）が低い世代の男性を対象とした抗体検査および予
防接種を無料で実施します。

　昭和 41 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日までの
間に生まれた男性には一度無料クーポン券を送付して
います。
　有効期限は令和４年3月31日まで延長となります。

　＊クーポン券の有効期限は令和 4年 3月 31日です。

▽対象者
　昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日までの
間に生まれた男性

　昭和 37年 4月 2日から昭和 41年 4月 1日ま
での間に生まれた男性には、無料クーポン券を送
付します（4月送付予定）。

無料

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301
犬の登録と狂犬病集合予防注射

　令和 3年度犬の登録と狂犬病の集合予防注射を
下記の日程で行います。（4月、5月、9月実施）
　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防法により、
生涯一度の登録と毎年の予防注射が義務付けられて
います。飼い主は忘れずに受けてください。

＊道路状況により、予定時間が多少変更になる場合がありますのでご了承ください。    
＊第 3 回は 5 月号広報、第 4回は 9月号広報でお知らせします。

　飼い犬が死亡したときや犬の所在地が変わった
とき、飼い主の住所が変わったときなどは、必ず
健康ふれあいセンター「元気館」（☎ 32・0300）
へ届け出をしてください。
　登録は健康ふれあいセンター「元気館」および
市内動物病院で随時行っています。狂犬病予防注
射については、動物病院で個別でも行っています
（その際の料金は異なる場合があるので、各病院に
お問い合わせください）。

＊つり銭がいらないように、お願いします。
＊犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪
につけてください。

▽料　金
　登録手数料 3,000 円　注射料 3,200 円
　（新規登録犬は合計 6,200 円）

【日程表】

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。　■問　総務課 ☎35・1000 10広報あき 令和3年 4月



4 月の休日在宅当番医
4日 宇都宮内科 ☎ 32・0500
11日 深谷内科（芸西村） ☎0887・33・2401
18日 森澤病院 ☎ 34・1155
25日 安芸クリニック ☎ 35・3575
29日 つつい脳神経外科 ☎ 34・0221
診療時間：9時 ～ 17時
県立あき総合病院（☎34・3111）は救急に対応

健康テレホンサービス
☎ 088・832・5266　4月の週間予定表

月 手術前後のがん患者の口腔ケア
火 毛虫皮膚炎
水 医療と消費税
木 ウォーキング ‒ 足が痛くなったら‒
金 慢性腎臓病と透析
土日 ピアスによるトラブル
提供：高知保険医協会

定期予防接種「高齢者肺炎球菌感染症予防接種」
の助成のお知らせ

〇新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に
　関する電話相談窓口
■問　厚生労働省フリーダイヤル
　　　☎0120・761770（毎日9時 ～ 21時まで）
〇発熱や風邪など、新型コロナウイルス感染症の
　疑いがあると思われる場合
■問　高知県新型コロナウイルス健康相談センター
　　　☎088・823・9300（毎日9時 ～21時まで）
〇新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に
　おける副反応への電話相談窓口
■問　高知県新型コロナウイルス
　　　ワクチン専門相談電話
　　　☎088・823・9889（毎日9時 ～21時まで）

新型コロナウイルス感染症
に関するお問い合わせ先

■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

　定期接種の助成対象者は毎年度異なるため、接
種の機会を逃さないようにご注意ください。
　助成対象者には事前（4月）に問診票を送付しま
す。医療機関へは「問診票」と料金 2,000 円をお
持ちください。
接種については新型コロナウイルスワクチンの

接種を優先してください。

②60～ 65歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器
の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ

①年度年齢に該当する人 ＊誕生日前でも接種できます。
　65歳（昭和31年4月2日～昭和32年4月1日生まれの人）
　70歳（昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれの人）
　75歳（昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生まれの人）
　80歳（昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生まれの人）
　85歳（昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生まれの人）
　90歳（昭和6年4月2日～昭和7年4月1日生まれの人）
　95歳（大正15年4月2日～昭和2年4月1日生まれの人）
　100歳（大正10年4月2日～大正11年4月1日生まれの人）

▽対象者

　令和4年 3月31日（医療機関の休診日を除く）
＊これまでに、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けた
ことがある人は助成対象になりません（自分の費用で
受けた人も含む）。今回お送りする問診票を使用する
ことはできませんので、ご注意ください。

▽接種期限

＊事前に電話にてご予約ください。

▽接種医療機関
　接種を委託している県内医療機関

＊申請時には、印かんが必要です。

＊生活保護世帯の人は全額助成します。申請が必要とな
り、証明書の発行には日を要しますので、お早めにお
手続きをしてください。

▽接種費用　自己負担 2,000円

れる程度の障がいを有する人およびヒト免疫
不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障がいを有する人

　（身体障害者手帳 1級に相当＊内部障害）

項　目 月　日 受付時間 ところ
無医地区診療 4月27日（火） 14:10～15:00 東川公民館

健康相談 4月13日（火） 10:00～12:00 市民館別館

つくし会

4月 9日（金）

13:30～15:00

健康ふれあい
センター
「元気館」4月23日（金）

13:30～15:00

飼い犬・飼い猫
の引き取り
などに関する
相談窓口

　飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで飼養お
よび管理を行う責任があります。やむをえず飼えな
くなった場合は、新たな飼い主を探し、譲渡するな
ど、犬・猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。
　どうしても飼い続けることができなくなった場合
は、下記窓口までご相談ください。

運動教室
（参加費：100円）

室内用シューズ、
水分、タオル

持ち物

自主運動

室内用シューズ、
水分、タオル

持ち物

生活習慣病
予防サークル（ ）

■問　安芸福祉保健所☎34・3173

その他

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室 ☎35・292011 広報あき 令和3年 4月



あきっ子あつまれ！乳幼児健診
■問
健康ふれあいセンター「元気館」
☎32・0300　632・0301

■問・申込　安芸市社会福祉協議会
　　　　　　☎35・2915　635・8549

3～４カ月児健診
▽と　き　4 月 13日（火）12時～
▽対　象　令和 2年 12月生まれ
　　　　　（個別通知します）

▽と　き　4 月 30日（金）10時 ～ 12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　 おむつ、お茶やさ湯など。

9 ～ 10カ月児健診
▽と　き　4 月 20日（火）12時 30分～
▽対　象　令和 2年 6月生まれ
　　　　　（個別通知します）

1 歳 6カ月児健診
▽と　き　4 月 13日（火）13時 ～
▽対　象　令和元年 7月生まれ
　　　　　（個別通知します）

3 歳児健診
▽と　き　4 月 20日（火）13時 ～
▽対　象　平成29年 12月生まれ
　　　　　（個別通知します）

健康ふれあいセンター「元気館」
ところ（全日共通）

◯あきっ子広場 ボランティアと一緒に遊ぼう!
預けるだけでもOKです！（ ）

◯すくすく広場、歯ッピー・キッズランド
　（計測・栄養相談・歯科相談・交流）
▽と　き　4 月 21日（水）10時 30分 ～ 12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
　　　　　　＊助産師による相談コーナーもあります！
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者、妊婦
▽持ち物　母子健康手帳、バスタオル、おむつ
＊歯ッピーキッズランドの受付時間は、
　10時 30分 ～ 11時 30分です。
■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

■問　福祉事務所こども係
　　　☎35・1009　635・1028

■問　安芸おひさま保育所
　　　☎637・9310

児童手当の手続き
をお忘れなく！

一時保育を利用
してみませんか

詳しくは、お問い合わせください。

〇出生・転入などにより安芸市へ申請する人
　児童手当は原則、申請した月の翌月からの認定
です。
　出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、
申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15
日以内であれば、申請月分から認定します。
＊申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を
　受けられなくなります。

　家庭で子育てをしていて、急用や急病、介護な
どで保育に困ったことはありませんか？一時保育
は、家庭で子育てしている保護者の皆さんを応援
する制度です。お気軽にご利用ください。

〇申請に必要なもの

＊転出したとき、受給者が公務員になったとき、
　受給者が公務員でなくなったときも手続きが必要です。

・通帳など口座のわかるもの
　（＊申請者名義のものに限る）
・受給者および配偶者の個人番号（マイナンバー）
　が確認できるもの（マイナンバーカードなど）
・別居している児童がいる場合は、
　別居している児童のマイナンバーが分かるもの
・窓口に来る人の本人確認ができるもの
　（運転免許証など）

▽ところ　安芸おひさま保育所
▽対象児童
　安芸市在住で満１歳 ～ 就学前までの児童
▽利用要件
　保護者が仕事、職業訓練、就学、傷病、災害、
事故、出産、介護、冠婚葬祭、育児疲れの解消（リ
フレッシュ）などの場合
▽実施日時　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　8時 30分 ～ 16時 30分
＊午前・午後の半日保育もできます
＊利用日数は 1カ月 14日以内です
▽利用料　1日 2,000 円　半日 1,000 円
▽申込方法
　初めて利用する人は、安芸おひさま保育所で児童
と一緒に担当者と面接を行い、登録してください。
＊令和 3年度は 4月 2日（金）から実施します。
　（4 月 2、5日はお弁当持参）

→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？ 12広報あき 令和3年 4月



子育て information子育て information
地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター（安芸おひさま保育所内）

☎・637・9310

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みながら
も子育てしていることに共感したり、子育てが少しでも楽
しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子どもたち
の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

○なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、
元気館のホールにて親子で楽しめる
広場を開催しています。
『絵本の読み聞かせとおもちゃ作り』
～みんなでいろいろな遊びを楽しもう！～
▽と　き　4 月 20日（火）　10時～ 12時
▽ところ　健康ふれあいセンター『元気館』
▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

○保育室・園庭開放
　安芸おひさま保育所の保育室や園庭を開放して
います。子ども同士、保護者同士のふれあいの場
としてご利用ください。
▽と　き　平日 9時 ～ 16時
○体験入園
▽と　き
　4月 8日（木）、13日（火）、15日（木）、
　20日（火）、27日（火）
　9時 ～ 12 時
▽ところ　安芸おひさま保育所
▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

○電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。
　面接相談の際は事前にご連絡ください。
▽と　き　平日 9時 ～ 16時

　めだかの学校は、赤ちゃんからおじいちゃん・
おばあちゃんまで誰でも参加できる市民の交流広
場です。子育て中の息抜きに、友達とのおしゃべ
りに、みんなで遊びにきませんか？
　おかげさまで、めだかの学校は昨年 8月 2日を
もって 20周年を迎えました。
　１杯 50 円で美味しいコーヒーやジュースと、
ちょっとしたお菓子を用意しています。

【川　北】北川 文昭・真美 男 2月 8日小
こ じ ろ う
次郎

保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日

　来月（5月）より開始します。
　味付け、量などでお悩みの人、ぜひご利用ください。

○給食試食会

～ 5月普通食～
▽と　き　5 月 13日（木）
▽申　込　5 月 7日（金）締切
▽定　員　1 ～ 5歳まで 10人
▽食　費　300 円

＊今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、急遽中止となる場合があります。

めだかの学校開校20周年！
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

　また、これまでの歩みや、いただいたメッセー
ジを掲示しています。
　参加者が作ったアクセサリーなどの小物も 5月
くらいから販売する予定ですのでお楽しみに。
▽と　き　毎週水曜日・金曜日（祝日除く）
　　　　　10時 ～ 15時
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」

■問　市民課市民係
　　　☎35・1001

＊了承をいただいた人のみ掲載しています。
＊ほか 1人の赤ちゃんが誕生しています。

お誕生おめでとう 2 月生まれ

「赤ちゃん集まれ！」のコーナーでは、写真を募集中　→13 広報あき 令和3年 4月



～安芸市ゆず振興対策事業のお知らせ～
ゆずの新植・改植・補植に対して補助します
■問・申込　農林課中山間振興係☎35・1016

▽補助対象者
① JA高知県安芸地区柚子部の部会員
②①を除く個人・法人の生産者
＊ゆずを生業として出荷販売していない人は対象外
＊新規に生業としてゆず栽培に取り組む個人・法人の
　生産者は対象とする

▽補助金額
・ゆず苗木の購入実費相当額の 10／ 10以内
・上限：10万円 ／ 10アール

▽主な補助用件
①安芸市内の樹園地へのゆずの新植、改植または
補植であること
②補助事業完了後 5年以上、営農（ゆず栽培）の継
続が見込まれること
③市税の滞納がないこと
④国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度
の対象とならないこと

「はたやま憩の家」指定管理者を再募集します！
■問　商工観光水産課☎35・1011

【募集概要】
▽指定管理者を募集する施設
　安芸市はたやま憩の家（安芸市畑山甲982番地1）
▽指定管理を開始する日
　令和 3年 7月 1日（予定）
▽申請の資格
　対象施設を安全で円滑に管理、運営することが
できる法人および団体などで、安芸市公の施設に
係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規
則第 3条に規定する申請の資格を有すること。
▽募集期間
　4月 1日（木） ～ 4月 26日（月）
▽募集要項の配布場所
　商工観光水産課窓口で配布するほか、市ホーム
ページに公開
▽応募書類の提出先
　〒 784-8501
　安芸市矢ノ丸 1-4-40　商工観光水産課

▽申請時期など
①定植予定日（着手・完了）の属する年度の補助金
となります。必ず定植前に申請していただき、
市から交付決定を受けてください。
②補助金額をゆず苗木の購入実費で算定します。
納品書、請求書または領収書が必要です。

　市が設置する公の施設の管理運営に当たって、
市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度
を導入しています。
　令和3年3月末で指定管理期間が満了となる「安
芸市はたやま憩の家」について、管理運営を希望
する法人およびその他の団体を再募集します。

指定管理者とは
指定管理者制度の導入は、公の施設の管理
運営に民間事業者などの能力を活用し、多
様化する住民ニーズに、より効果的・効率
的に対応し、住民サービスの向上を図ると
ともに経費の削減などを図ることを目的と
するものです。
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■問　市民課国保年金係☎35・1002
保険証のお知らせ

～国民健康保険被保険者の皆さん～
新しい保険証は届きましたか？

　3月下旬に保険証を郵送しましたが、お手元に
届きましたか。記載内容に誤りがないかご確認の
上、4月 1日からは新しい保険証を使用してくだ
さい。
　期限切れの保険証はご自宅で破棄していただき
ますようお願いします。４月になっても新しい保
険証が届かない場合は、市民課国保年金係までお
問い合わせください。

～後期高齢者医療制度被保険者の皆さん～
現在の保険証は7月31日まで有効です
　現在お手元にある後期高齢者医療被保険者証
（茶色）の有効期限は、令和 3年 7月 31 日です。
引き続き、医療を受けるときは、現在の後期高齢
者医療被保険者証を提示してください｡
　8 月からの保険証は 7月中に郵送します。

黄色 茶色

見本 見本

国民健康保険一部負担金減免制度のお知らせ
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　災害や失業などの特別な理由により収入が著し
く減少し、資産などの活用を図ったにもかかわら
ず一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが
困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓
口での自己負担額を減免または徴収猶予する制度
です。
▽対象となる世帯
①震災、風水害、火災その他これらに類する災害
により死亡し、障がい者となり、または資産に
重大な損害を受けたとき
②干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、
不漁、その他これらに類する理由により収入が
著しく減少したとき
③事業または業務の休廃止、失業などにより収入
が著しく減少したとき
▽減免などの種類
・免除…医療機関の窓口での支払いはありません。
・減額…窓口支払い額の2～8割が減額されます。
・徴収猶予…医療機関の窓口で支払う額を、6カ
月以内に市に支払っていただきます（先に市が医
療機関に一部負担金を支払います）。

▽減免などの基準
〇免除・減額
①入院療養を受ける被保険者の属する世帯の者
②世帯主および当該世帯に属する被保険者の実収
入月額が生活保護法による保護基準以下であり、
かつ、預貯金が生活保護基準額の 3月以下であ
る世帯の者

＊震災、風水害などによる損害を受けたときは除く。

〇徴収猶予
　減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に
確実に納付できるとき
▽減免などの期間
・免除・減額…1年につき 3カ月以内
・徴収猶予…1年につき3カ月以内の期間の一部
負担金について、6カ月以内の期間に市に支払う

＊申請に必要なものや詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
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Q.海外に留学するようになりましたが
　　手続きはありますか？

Q.将来、受け取る年金を増やしたいのですが、
　　何かいい方法はありませんか？

【例】60 歳までに 8 年間納付済みで、受給資格
　期間 10年に 2年足りない場合

A. 海外に転出するときは、国民年金をやめるか、
引き続き任意加入するかを市民課国保年金係
にお知らせください。

A. 任意加入制度があります。60歳になってから
市民課国保年金係で手続きしてください。

A. 第 1 号被保険者（および任意加入被保険者）の
人は、ご希望により利用できます。

　 月々の定額保険料に付加保険料（1カ月400円）
をプラスして納めると、老齢基礎年金に上乗せ
して受け取ることができます。

Q.60歳まで加入しても年数不足で老齢基礎年金
が受けられません。何か方法はないですか？

＊受給資格期間を満たしていても65歳までは、年金額
を増やすための任意加入ができます。

＊昭和 40 年 4月 1日以前に生まれた人で65 歳になっ
ても受給資格期間を満たせない人は、70 歳になるまで
に受給権が確保できる場合は、特例任意加入できます。

保険料を納めた期間によって、受け取る年金額がどれだけ違うかご存じですか？

任意加入する 任意加入しない
①加入中の事故などは障害
基礎年金などの対象とな
ります。

②加入中に納付した保険料
は、将来受け取る老齢基
礎年金額に反映されます。

①事故などにあっても障害
基礎年金の対象にはなり
ません。

②合算対象期間（カラ期間）
になりますが、老齢基礎
年金額には反映しません。

【例】
　　　400円×10年（120月）＝ 48,000 円

付加保険料を 10年間納めた場合

受給資格
期間を満たす

8年間
納付

2年間
任意加入

3年間
任意加入

60歳 65歳

年金額を増やす

知って得する国民年金 Q＆A

トラッキング現象に注意してください

■問　市民課国保年金係☎35・1002

■問　消防本部☎34・1244　637・9104

　電源プラグをコンセントに差し込んだまま使い
続けている電化製品はありませんか？これらを長
年放置していると、トラッキング現象により火災
になる危険性があります！

【注意する場所】 
○洗面所・台所など、湿気の多い場所。
○コンセントが家具の設置などにより隠れてしまい、
電源プラグを長期間差し込んだままにしている
場所。

【トラッキング現象を防ぐには】
①電源プラグを差し込んだままにせず、時々抜いて
電源プラグを清掃する。
②使用後は、コンセントから電源プラグを抜いておく。
③コンセント、テーブルタップ、電源プラグ、コード
が異常に熱くなっている時は、すぐに使用をやめ、
電気店などで点検してもらう。
④旅行などで長期間外出する時は、コンセントから
電源プラグを抜いておく。

　コンセントに電源プラグを長期間差し込ん
だままにしていると、コンセントと電源プラ
グの間にほこりが徐々にたまり、そのほこり
が湿気を含むことにより電源プラグに火花放
電が起こり、発熱して発火にいたります。

　平成 23年 6月 1日から全ての住宅で住宅用火災
警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災
警報器をまだ設置していないご家庭は、早急に設置
するようにしましょう。すでに設置されているご家
庭は、定期的に点検しましょう。

　　　200円×10年（120月）＝24,000円（年額）
1 年間に受け取る付加年金額

＊国民年金基金に加入している人は、利用できません。

トラッキング現象とは

住宅用火災警報器は取り付けましたか？

■問　消防本部消防課予防係☎37・9103
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令和4年度 安芸市伝統的建造物群
保存対策事業の募集案内

安芸市ファミリー・サポート・センター
みるきぃ会員大募集！

■問　歴史民俗資料館☎34・3706

▽対象事業　
事業の種類 補助対象経費 補助率 補助限度額（万円）

伝統的建造物
の修理

建築物
主屋･長屋門･
土蔵･離れなど

外観を保存計画の修理基準に基づき修理するために要
する経費
（構造耐力上主要な部分の修理および補強ならびに耐震
性等防災性能向上に要する経費を含む）

8/10以内 800

工作物
（門･塀など） 保存計画の修理基準に基づき修理するために要する経費 8/10以内 300

環境物件の
復旧 樹木･生垣など 保存計画の修理基準に基づき復旧するために要する経費 8/10以内 50

伝統的建造物
以外の建築など
の修景

建築物
主屋･長屋門･
土蔵･離れなど

新築、増築、改築、移転または修繕、模様替えもしくは
色彩の変更で、外観を保存計画の修景基準に基づき修
景するために要する経費

6/10以内 600

工作物
（門･塀など） 保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費 6/10以内 200

環境物件以外の
環境要素の修景 樹木･生垣など 保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費 6/10以内 30

保存団体などの
活動事業

保存地区住民などにより組織された保存団体の活動および伝統的建造物など
の保存技術の向上などを目的とした団体に係る活動に要する経費 8/10以内 30

　土居廓中地区内で建造物などの修理や新築を計画されている人を対象に、令和 4年度安芸市伝統的建造
物群保存対策事業の募集を行います。採択された場合は、修理などにかかる経費の一部を補助します。ご希
望の人は、当館までご連絡ください。
▽募集期間　令和 3年 4 月 1日（木） ～ 5 月 7日（金）

■問　ファミリー・サポート・センターみるきぃ（安芸市社会福祉協議会内）（寿町2-8）
　　　 ☎34・3540　635・8549　*aki-fs@aki-wel.or.jp

　ファミリー・サポート・センター（通称：ファミ
サポ）は、子育てを援助してほしい人【おねがい会
員】と子育てを援助したい人【まかせて会員】が、
地域で安心して子育てができるよう子育ての助け
合いを行う有償ボランティア組織です。
　会員になるためには、ファミサポみるきぃへの
入会、登録が必要です。おねがい会員に登録して
おけば、いざという時に子どもの送迎や預かりが
利用できます。

▽対象者
【おねがい会員】
　安芸市内在住で6カ月～小学生の子どものいる人
【まかせて会員】
　安芸市内在住の 20歳以上で、自宅で安全に子ど
もを預かることができる人
▽利用内容
　養成講座の受講が必要。
　保育施設や放課後児童クラブへの送迎や預かり
などを行います。
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■問　税務課市民税係☎35・1005

■問　税務課市民税係☎35・1005

■問　税務課資産税係☎35・1006

軽自動車税（種別割）納税通知書を送付します

軽自動車税（種別割）の減免があります

固定資産税の縦覧制度のご案内

　4月上旬に、令和 3年 4月 1日時点で軽自動車
などの登録のある人に「令和 3年度軽自動車税（種
別割）納税通知書」を発送します。標識番号（ナン
バー）が記載されていますのでご確認の上、納付し

　身体や知的、精神の障がいがある人のために使用
する車で、次の要件を満たす場合は、申請により軽
自動車税（種別割）の減免を受けることができます。

　縦覧制度とは、固定資産税納税者の人が所有す
る土地または家屋の評価額が適正であるかを客観
的に判断するために、類似する他の資産と比較す
ることができる制度です。

＊前年度に減免を受けられていた人には、継続申請用の
書類を同封しますので、記入して提出してください。
郵送でも受け付けますが、申請内容に変更があるとき
は、窓口で申請が必要です。
＊減免は、軽自動車税（種別割）と自動車税（種別割）を併
用して受けることはできません。

▽対象となる車両
・障がい者が所有し、自らが運転する車
・障がい者（18歳未満の身体障がい者などと生計
を同じくする人を含む）が所有し、生計を同じく
する人が、障がい者の通院、通学のために運転
する車

▽確認できる内容
〇土地…所在、地番、地目、地積、評価額
〇家屋…所在、家屋の種類、構造、床面積、
　　　　建築年、評価額など
＊納税通知書の課税明細書に載っている資産のみが対象
です！

▽確認できる人
　市内で課税されている固定資産税（土地・家屋）
の納税者

▽申請に必要なもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳また
は精神障害者福祉手帳
・運転者の運転免許証
・令和 3年度軽自動車税（種別割）納税通知書
・印かん

＊障害の程度などにより減免が受けられない場合があり
ます。

▽必要なもの
・令和3年度の固定資産税納税通知書
・本人確認のできるもの（運転免許証、保険証など）
＊代理人の場合は、委任状が必要です。

＊土地の利用方法を変えたり、新築・増築・取り壊しを
した人はご連絡ください！
＊生活保護受給者や、本市の補助金を利用した耐震改修、
バリアフリー改修を行った家屋については、固定資産
税の減免申請ができる場合があります。
　詳しくは、資産税係までご連絡ください。

▽期　間
　4月 1日（木） ～ 4月 30日（金）
　（土・日・祝日を除く）
　8時 30分 ～ 17時 15分
▽ところ
　市税務課（西庁舎 1階）

＊受付期間を過ぎてからの申請、納付後の申請は
認められませんのでご注意ください。

▽受付期限　4 月 30日（必着）

・障がい者のみの世帯の人が所有し、常時介護す
る人が障がい者の通院、通学のために運転する車

てください。
　口座振替の登録をしている人は、ハガキで通知
しますので登録口座の確認をしてください。
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■問　シルバー人材センター☎35・3603

＊西浜第2墓地（7.5㎡　7区画）
も先着順で引き続き募集し
ています。

シルバー人材センターだより

　いつも、シルバー人材センターをご利用いただ
きありがとうございます。
　1月末に、シルバー人材センターを利用をして
くださった人を対象にアンケート調査を実施させ
ていただきました。
　ご多忙にもかかわらず、多くの皆さんからご回
答をいただき、本当にありがとうございました。
　利用者からいただいた貴重なご意見を真摯に受
け止め、事務所・会員として改善できるように努

めていきたいと思います。また、アンケート結果
はシルバー会報誌にて詳細をお知らせしますので、
ご一読のほどよろしくお願いします。
　お庭の木々も新芽の準備をし、新たな門出を迎
える季節となりました。
　何かお役に立てる事がございましたら、ぜひ当
センターまでご連絡をよろしくお願いします。

市営墓地（伊尾木墓地公園）
の使用者募集
■問　財産管理課☎35・1013

返還のありました市営墓地の使用者を募集します。

〇募集墓地
伊尾木墓地公園
①い-26
6.9㎡（3ｍ× 2.3 ｍ）
1区画　53万 3千円
▽使用料など
・永代使用料　48万 3千円（1㎡当たり 7万円）
・維持管理費　5万円（10年分）
②か-22
7.5㎡（3ｍ× 2.5 ｍ）
1区画　57万 5千円
▽使用料など
・永代使用料　52万 5千円（1㎡当たり 7万円）
・維持管理費　5万円（10年分）

▽使用期間　使用許可の日から永久
▽応募資格（いずれかに該当する人）
・安芸市に継続して 1年以上住民登録して
いる人
・安芸市に本籍を有する人
・安芸市に既に祖先の墳墓を有する人

＊安芸市外に住民登録がある人は、永代使用料お
よび維持管理費がそれぞれ 5割増となります。

＊永代使用料および維持管理費は使用許可前に一
括納付が必要です。なお、納付していただいた
永代使用料などは還付できません。

▽応募できる区画数
　応募は 1人（1世帯）につき 1区画に限ります。
▽募集期間　4月 5日（月）～ 4月 30日（金）
＊応募者多数の場合は抽選により使用者を決定します。
▽抽選会　5月 16日（日）14時 ～（予定）

周辺地図▶

募集区画用▶
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　令和 3年に入り、1月 5日と 2月 7日に市内で
交通死亡事故が発生し、高齢者 2人が亡くなって
います。2件の交通死亡事故は、両方とも国道 55
号で発生しており、その概要は以下のとおりです。

　森林には、水を蓄える、土砂崩れを防止するなど、
私たちの暮らしを守るさまざまなはたらきがあり
ます。
　その「はたらき」が特に重要な森林は「保安林」
に指定され、立木の伐採その他の行為（＊）が制限
されています。
　これらの行為は、その土地の所有者であっても、
所定の手続きを踏んでからでなければ行うことは

▽後部座席シートベルトしてますか？
　2008 年道路交通法改正で、後部座席シートベ
ルトの着用が義務化されています。
　自家用車だけでなく、タクシーやバスなどにお
いても後部座席でのシートベルトは必ず着用しま
しょう。
～大切な命を守るために、徹底しましょう～

【車を運転する時は、緊張感とゆとりを持って】
　車を運転する際、焦りや急ぎの気持ちはスピー
ドの出し過ぎや、歩行者などの見落としにつなが
り、大変危険です。運転する時は、時間と気持ち
にゆとりを持ちましょう。

【反射材用品などの積極的な活用】
　夕暮時や夜間の時間帯は、反射材を身につける
ことや明るい服を着ることで、自分の位置をドラ
イバーに知らせることができます。また、夕暮時
には、自動車や自転車の早めのライト点灯を心が
けましょう。

【県内でも事故発生件数が増加】
　令和 3年 2月末時点における安芸署管内の交通
事故の発生件数は13件、死者3人、負傷者13人で、
前年の同月における発生件数は 4件、死者 0人、
負傷者 4人であるのと比較し、すべてが大幅に増
加しており、県内でも交通死亡事故が多発してい
ますので、交通事故抑止にご協力をお願いします。

○カーブで対向車線にはみ出して
　対向車と正面衝突
○横断歩道でない場所を横断中に車両と衝突

■問　総務課☎35・1000
春の全国交通安全運動

▽実施期間
　4月 6日（火）～ 15日（木）
＊4月 10 日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」
▽重点目標
①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上

保安林での伐採・工事などには
県の窓口で手続きが必要です
■問　安芸林業事務所振興課☎34・1181　634・1144

できません。
　これらを予定されている人は、保安林の所在す
る市町村を管轄する県林業事務所にお問い合わせ
ください。

＊立木の間伐・択伐・皆伐、立竹の伐採、立木の損傷、
家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の
採取、砂・砂利・転石の採取、宅地の造成、土砂・廃
棄物の堆積、建築物・工作物・道の設置　など

安芸市内で交通死亡事故が連続発生しています
■問　安芸警察署交通課☎34・0110
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資源ごみ収集日一覧表
＊今月号広報に、令和 3年 4 月～来年 3月までの「ごみカレンダー」を同封していますので、ご活用ください。

4月の資源ごみ収集日
「缶・紙・布・ペットボトル」の日 「ビン・有害ごみ」の日

缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・ダンボ
ール・紙パック・雑がみ）・古着・ペットボトル

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・
体温計・温度計・ライター

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・幸町・
宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木 毎週月曜（5日・12日・19日・26日） 毎月第１・３水曜（7日・21日）
本町1～5丁目・土居・僧津・伊尾木・下山 毎週火曜（6日・13日・20日・27日）

毎月第２・４水曜（14日・28日）花園町・東浜・矢ノ丸１～４丁目・港町１～
2丁目・内原野・花・川北・江川・小松原 毎週木曜（1日・8日・15日・22日・29日）
日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・津久茂町・
馬ノ丁・赤野・穴内 毎週金曜（2日・9日・16日・23日・30日） 毎月第１・３水曜（7日・21日）
畑山・尾川・長山・奈比賀・別役・古井・入河
内・八ノ谷・丸石・黒瀬・大井 毎週水曜日（7日・14日・21日・28日）
中郷 毎月第３水曜（21日）
一般廃棄物最終処分場 (安芸市リサイクルプラザ )は日曜日以外受け入れしています。
受け入れ時間 月 ～ 金曜日は 8時 30分 ～ 16時 30分　　土曜日は 8時 30分 ～ 12時、13時 ～ 16時 30分
■問　平日：環境課☎35・1023　土・祝日：最終処分場☎34・1353

　安芸市にゆかりのある人や、安芸市を「心のふ
るさと」と思っていただける人から、「ふるさと
納税」として毎年多くのご寄附をいただいており、
「ふるさとの文化と子どもを守り育てる取り組み」
「スポーツキャンプのまちづくり」などの分野で
活用させていただいています。
　ご寄附いただいた皆さんには、安芸市の特産品
を返礼品としてお送りし、ご好評をいただいてい
ます。さらなる返礼品の拡充を図るため、返礼品
の提供にご協力いただける市内事業者を募集し
ます。

■問　農業委員会☎35・1015
農地の賃借料情報を公開します

　農地法第 52 条の規定に基づき令和 3年 1 月 1
日時点で農地台帳において賃貸借権が設定されて
いる農地の賃借料の平均値などを次のとおり公表
します。
　なお、紙面の都合上省略して掲載しており、地
域別、他作物についてはホームページで公表して
おりますので、併せてご覧ください。

「ふるさと納税返礼品」の協力事業者を募集します
■問　商工観光水産課☎35・1011

　詳細は商工観光水産課までお気軽にお問い合わ
せください。

【返礼品一例】

＊安芸市のおいしいスイーツや昔ながらのお菓子などの
　返礼品は大変ご好評いただいています。

ゴールデンウイーク中も、ごみ収集および最終処分場でのごみ受け入れは、平常どおり行います。

作物名 平均
（円 /10a）

最高
（円 /10a）

最低
（円 /10a） データ数

水稲 11,500 18,260 6,060 143
茄子 73,970 97,360 48,680 328
たばこ 36,590 40,930 36,510 31
花卉 73,430 85,190 67,340 18
柚子 20,980 30,280 14,000 41

農地の賃借料の平均値
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有料広告

催
　
し

や
の
ま
る 

に
こ
に
こ
ひ
ろ
ば

園
庭
開
放

安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院

　
子
育
て
中
の
皆
さ
ん
！
お
子
さ
ん
と一

緒
に
保
育
園
に
遊
び
に
き
ま
せ
ん
か
？

　
お
も
ち
ゃ
や
絵
本
、
季
節
の
遊
び
が

楽
し
め
ま
す
。

　
妊
娠
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
も
気
軽
に

足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

▽
と
　
き　
4
月
8
日（
木
）、22
日（
木
）

　
9
時
30
分 

〜 

11
時

▽
と
こ
ろ　
矢
ノ
丸
保
育
園　
乳
児
棟

▽
対
象

  

・0
歳
〜
5
歳
ま
で
の
未
就
学
児
と
そ

の
保
護
者

  

・妊
婦
さ
ん

▽
持
ち
物　
着
替
え
、お
茶
、タ
オ
ル
な
ど

■
問

　
矢
ノ
丸
保
育
園
☎
6
35・3
6
0
0

　
お
も
ち
ゃ
ド
ク
タ
ー
に
よ
る
お
も
ち
ゃ

の
診
察
、
修
理
を
行
い
ま
す
。
ど
ん
な

状
況
の
お
も
ち
ゃ
で
も
対
応
し
ま
す
の

で
、一度
見
せ
に
来
て
く
だ
さ
い
。

＊
無
料
で
す
が
、
部
品
代
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
と
　
き　
毎
月
第
2
、
第
4
日
曜
日

　
4
月
は
11
日
と
25
日　
10
時 

〜 

12
時

▽
と
こ
ろ　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

■
問　
安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院

　
清
岡
さ
ん
☎
34
・
4
4
0
4

　
令
和
3
年
度
か
ら
令
和
7
年
度
ま
で

の
5
年
間
を
期
間
と
し
て
、「
安
芸
市
総

合
計
画（
後
期
基
本
計
画
）2
0
2
1
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　
総
合
計
画
は
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り

や
行
財
政
運
営
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
も
の

で
す
。

　
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
企
画
調
整
課

　

市
役
所
庁
舎
お
よ
び
市
立
安
芸
中

学
校
の
移
転
に
伴
う
跡
地
活
用
に
つ
い

て
、
そ
の
活
用
方
法
を
検
討
し
、
跡
地

活
用
方
針
案
を
策
定
す
る
た
め
の
検
討

委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
人
は
次
の
開
会

D
V
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

安
芸
市
総
合
計
画（
後
期
基

本
計
画
）2
0
2
1
を
策
定

　
家
庭
内（
夫
婦
間
、
親
子
間
の
暴
力
）

お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事
者
間
に
お
け

る
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の
相
談

員
に
よ
る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
は
電
話
で
相
談
を
！

＊
相
談
員
は
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の
支
援
員
で
す
。

＊
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、
氏
名
は

言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん（
通
話
料
は

自
己
負
担
で
す
）。

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽
と
　
き　
毎
月
第
2
、第
4
金
曜
日

　
4
月
は
9
日
、23
日　
10
時 

〜 

15
時

▽
と
こ
ろ

　
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階

　
相
談
室

▽
対
象
者
　
市
内
在
住
の
人

■
問

　
☎
0
8
0・3
1
6
7・2
9
1
8

　
☎
35・1
0
0
9 
6
35・1
0
2
8

【
D
V
相
談
：
相
談
窓
口
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、生
活
不
安
・
ス
ト
レ
ス
に
よ

り
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力（
D
V
）の

増
加
や
深
刻
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
夫
婦
の
間
な
ど
で
「
暴
力
を
振
る
わ

れ
て
い
る
」「
辛
い
」
と
感
じ
た
ら
、
ま

ず
は
、
こ
ち
ら
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①
全
国
共
通
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
#
8
0
0
8

第
2
・
第
4
金
曜
日
以
外
の
平
日

8
時
30
分 
〜 

17
時
15
分
は
福
祉
事

務
所
障
害
ふ
く
し
係
で
対
応
し
ま
す

「
ほ
っ
と
会
」に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

女
性
の
家 

4
月
の
常
掲
展

「
ア
ー
ト
サ
ー
ク
ル
絵
画
展
」

　
私
た
ち
は
、
発
達
障
が
い
や
精
神
疾

患
の
家
族
が
い
る
人
の
集
ま
り
で
す
。

　
み
ん
な
で
お
茶
し
な
が
ら
、
日
ご
ろ

不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
ん
で
い
る

こ
と
を一緒
に
話
し
て
、「
ほ
っ
と
」
し
て

み
ま
せ
ん
か
？
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

▽
と
　
き　
4
月
20
日（
火
）

　
18
時
30
分 

〜 

20
時

　
（
毎
月
第
3
火
曜
日
）

▽
と
こ
ろ

　
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　
ふ
れ
あ
い
研
修
室

▽
参
加
費　
1
0
0
円（
お
茶
菓
子
代
）

■
問

　
福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し
係

　
☎
35・1
0
0
9　
6
35・1
0
2
8

　
先
月
に
引
き
続
き
市
民
会
館
で
活

動
さ
れ
て
い
る
ア
ー
ト
サ
ー
ク
ル
の
静

物
・
人
物
・
風
景
な
ど
の
絵
画
を
展
示

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

▽
と　
き　
4
月
22
日（
木
）ま
で

　
9
時 

〜 

17
時

　
（
＊
最
終
日
は
12
時
ま
で
）

　
＊
日
曜
日
・祝
日
は
休
館

令
和
3
年
度 

第
1
回
市
役

所
庁
舎
お
よ
び
市
立
安
芸

中
学
校
跡
地
活
用
検
討
委

員
会
を
開
催
し
ま
す

お
知
ら
せ

そ
の
ほ
か
、都
合
に
よ
り
閉
館
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す

時
間
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
と
　
き　
4
月
9
日（
金
）

　
14
時 

〜 

16
時

　
（
受
付
開
始 

13
時
30
分
） 

▽
と
こ
ろ

　
市
役
所
北
別
館（
東
庁
舎
北
側
）

　
2
階 

第
1
・
2
会
議
室

■
問

　
企
画
調
整
課
企
画
係
☎
35・1
0
1
2

▽
と
こ
ろ　
女
性
の
家
1
階
ロ
ビ
ー

■
問　
女
性
の
家
☎
34
・3
5
1
4

②
D
V
相
談
＋（
プ
ラ
ス
） 

 

・
24
時
間
対
応
電
話

　
☎
0
1
2
0・2
7
9・8
8
9

 

・
S
N
S
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

〜 

22
時
ま
で
）、

　
メ
ー
ル
相
談（
24
時
間
受
付
）

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス
：

　

https://soudanplus.jp　

 

・
外
国
人
相
談
者
向
け
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

〜 

22
時
ま
で
）

＊
S
N
S
相
談
に
よ
り
対
応
予
定

 

・
W
E
B
面
談

　
（
相
談
状
況
に
応
じ
て
対
応
）

＊
各
相
談
の
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
感
染
症
対
策
の
状
況
に
よ
り
変
わ

り
ま
す
。

→　市役所代表 635・4445 までお問い合わせください。 22広報あき 令和3年 4月



募
　
集

　
安
芸
市
清
浄
苑
で
生
産
し
て
い
る
堆

肥
の
令
和
3
年
度
予
約
受
付
を
4
月
1

日（
木
）か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
1
世
帯
が
1
年
間
に
予
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
袋
数
の
合
計
は
、
20
袋（
1
袋

15
㎏
入
り
）ま
で
で
す
。
希
望
者
は
環
境

課
ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
堆
肥
の
生
産
が
追
い
付
か
な
い

場
合
は
、
お
渡
し
ま
で
数
カ
月
か
か
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
問
　
環
境
課
☎
35
・
1
0
2
3

　
県
内
の
量
販
店
、
鮮
魚
店
な
ど
で
県

産
水
産
物
を
3
品
以
上
購
入
い
た
だ
い

た
人
の
中
か
ら
、
抽
選
で
1,
2
0
0

人
に
5,
0
0
0
円
相
当
の
県
産
水
産

物
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
「
今
日
は
さ
か

な
に
し
よ
う
」
買
っ
て
応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
P
A
R
T
２
を
実
施
中
で
す
。

▽
と
　
き　
5
月
9
日（
日
）ま
で

▽
応
募
方
法

　
応
募
専
用
封
筒
に
、
①
高
知
県
産
水

産
物
を
購
入
し
た
こ
と
が
分
か
る
商
品

ラ
ベ
ル
、
②
レ
シ
ー
ト
、
ま
た
は
③
応

募
補
助
券
の
い
ず
れ
か
3
点
分
を
入
れ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
高
知
県
庁
H
P「
コ
ロ
ナ

に
負
け
る
な
！
高
知
家
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」特
設
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
け
ま

す
。皆
さ
ん
ふ
るって
ご
応
募
く
だ
さ
い
！

　
令
和
3
年
5
月
末
に
開
所
2
周
年
を

迎
え
る「
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ

ン
タ
ー
」の
呼
び
や
す
く
親
し
み
や
す

い
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。
受
賞
作
品
に

は
最
優
秀
賞（
1
点
）賞
金
3
万
円
、
優

秀
賞（
2
点
）賞
金
1
万
円
を
贈
呈
し
ま

す（
各
賞
高
校
生
以
下
は
図
書
カ
ー
ド
）。

▽
募
集
期
限　
4
月
30
日（
金
）ま
で

▽
応
募
方
法

　
H
P
、
メ
ー
ル
、
F
A
X
、
郵
送（
当

日
必
着
）ま
た
は
持
参

▽
応
募
先

　
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

　
〒
7
8
0

-0
8
7
0

　
高
知
市
本
町
4

-1

-3
7

　
丸
の
内
ビ
ル
1
階

■
問

　
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
0
8
8・8
2
1・6
4
4
0

　
6
0
8
8・8
2
1・6
4
4
1

　

 

consultation@kccfr.jp

伝
統
文
化
親
子
将
棋
教
室

（
令
和
3
年
度
入
会
者
募
集
）

▽
対
象
者

　
小
・
中
学
生
の
男
女
問
わ
ず
入
会
を

歓
迎
し
ま
す
。

（
＊
未
就
学
児
、障
が
い
児
も
参
加
可
能
で
す
）

　
将
棋
が
指
せ
な
い
人
は
指
導
し
ま
す
。

▽
と
　
き　
毎
週
日
曜
日

　
9
時
30
分 
〜 
10
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
市
民
会
館

▽
参
加
費　
無
料

▽
そ
の
他
の
参
加

　
保
護
者
な
ど
家
族
の
人
、一般
の
人

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
主
　
催

　
日
本
将
棋
連
盟
土
佐
安
芸
支
部

■
問
・
申
込

　
荒
井
さ
ん

　
☎
0
9
0・5
1
4
7・2
4
9
5

安
芸
市
清
浄
苑
の
生
産
堆
肥

「
キ
ラ
ッ
ト
」の
予
約
受
付

（
無
料
）

「
今
日
は
さ
か
な
に
し
よ
う
」

買
っ
て
応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

P
A
R
T
2

「
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー
」の
愛
称
を
募
集
し
ま
す

生
涯
学
習
学
級
募
集

　
個
性
や
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
、
自

主
的
に
学
習
し
よ
う
と
す
る
団
体（
生
涯

■
問

　
「
今
日
は
さ
か
な
に
し
よ
う
」
買
っ
て

　
応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局

　
（
南
放
セ
ー
ラ
ー
広
告（
株
）内
）

　
☎
0
8
8・8
2
3・5
6
0
9

　
（
受
付 

平
日
9
時 

〜 

17
時
）

学
習
学
級
）を
募
集
し
ま
す
。
要
綱
に
基

づ
き
学
習
会
に
お
け
る
講
師
謝
金
を
支

給
し
ま
す
。

▽
対
象

①
市
民
で
構
成
さ
れ
て
い
る

　
団
体
・
グ
ル
ー
プ

②
学
級
参
加
人
数　
10
人
以
上

③
年
間
学
習
回
数　
10
回
以
上

＊
学
習
活
動
に
芸
術
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ

や
人
権
、
地
域
づ
く
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
の
活
動
を
１
講
座
以
上
組
み
入

れ
る
こ
と
。
詳
細
は
要
綱
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
開
設
期
間

　
6
月
1
日（
火
） 

〜 

　
令
和
4
年
3
月
10
日（
木
）

▽
申
込
締
切　
5
月
7
日（
金
）

▽
申
込
方
法

　
生
涯
学
習
課
所
定
の
申
請
書
を
提
出

■
問
・
申
込

　
生
涯
学
習
課
☎
35
・
1
0
2
0

窓
口
に
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問

　
企
画
調
整
課
企
画
係
☎
35・1
0
1
2

少年少女スポーツクラブ部員募集
安芸市には、次のような少年少女スポーツクラブがあります。各クラブでは、令和３年度部員を募集しています。

　入部を希望される人は、お気軽にお問い合わせください。
クラブ名 対　象 練習場所・時間 お問い合わせ先

安芸体操
クラブ

幼児(年長)
小学生
(5年生まで)

安芸市体育館
月・火・木・金
18：00～20：30
（土9：00～12：00）

丸岡 楯彦
☎34・3165
久保田 国裕
☎090・8970・8103

安芸
ヤング
タイガース

小学生

市浄化センター
西側広場または
安芸ドーム
火 ～ 木
17：00～18：30
土・日
午前、午後
どちらか半日
＊天候や季節によっ
て練習時間を変更
します。

山本 諭
☎35・8800（自）
☎35・8005（勤）
☎090・8690・0452
（携帯）

安芸少年
サッカー
クラブ

小学生

土居河川敷G・
NKKグラウンド
水・木
18：00～20：00
土・日
9：00～12：00

小松 寛
☎34・0691（自）

クラブ名 対　象 練習場所・時間 お問い合わせ先
安芸少年
剣振会 小学生

安芸市武道館
月・水・金
18：00～21：00

名木 栄作
☎090・2892・8809

安芸
スイミング
クラブ

小・中・高生
一般

市立安芸中学校
プール
月・水・金
17：00～18：30
＊6～9 月の期間のみ

内川 慶子
☎090・7570・4808

常心門
「つよく
やさしく 
れいぎよく」

３歳以上

川北小学校
体育館
月・火
17：30～19：00
土・日
9：00～12：30
安芸警察署
武道場
水・木
17：30～19：00

小松 浩文
☎090・4971・1186

あっきぃーな
剣道クラブ

本文にFAX番号の記載がない場合のお問い合わせは　→23 広報あき 令和3年 4月



4月の
 日 月 火 水 木 金 土

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

１
8
15
22
29

２
9
16
23
30

3
10
17
24

 
 

休
館
日

×印は休館日 ○印はおはなし会　

○

安芸市民図書館☎ 35・5638

「タコとイカはどうちがう？」
●池田 奈津美

（ポプラ社）
　今月紹介する本は、「タコとイカはどうちがう？」
です。
　タコとイカの違いと聞いて、あなたは何を思い
浮かべますか？見た目？それとも腕の数？
　実はそれだけではありません。
　獲物の捕まえ方や住んでいる場所も違うタコと
イカの生態を、写真とイラストでわかりやすく紹
介！この本を読めば、あなたもタコ・イカ博士に
なれるかも。ぜひ、手に取ってみてください。

＝4月の新刊案内＝
[ 児童書 ]
▽前田まゆみ「おさんぽ」　　▽茂市久美子「ごちそうたべにきてください」
▽はらぺこめがね「かける」　▽五十嵐美和子「きょうりゅうのずかん」
▽ささきあり「サード・プレイス」ほか
[ 一般書 ]
▽松浦弥太郎「なくなったら困る 100のしあわせ」
▽マララ・ユスフザイ「マララが見た世界」
▽宇佐美まこと「羊は安らかに草を食み」　▽遊歩新夢「星になりたかった君と」
▽C・J・チューダー「アニーはどこにいった」ほか

【開館時間】
平日 → 9時30分 ～ 19時まで
土日 → 9時30分 ～ 17時まで
【童（わらし）っ子】
絵本の読み聞かせなどを行います。
▽と　き　4月3日（土）14時～　

　ご家庭にある刀剣や鉄砲に、登録証はついてい
ますか？美術品もしくは骨董品として価値のある
刀剣や鉄砲を持つ場合、あらかじめ登録をしなけ
ればなりません。
　登録をしていない場合は、刀剣類、印かんを持っ
て、最寄りの警察署に「発見届」を出してください。
その後「発見届出済証」、刀剣類、印かんを持って
高知県教育委員会が行う登録審査会（県庁西庁舎 3
階会議室）へおいでください。

　登録証を紛失した場合は、再発行ができます。
ただし、確認審査が必要ですので、同じように刀
剣類、印かんをもって県教育委員会で手続きをし
てください（警察への届け出は必要ありません）。
費用は、1件につき 3,500 円です。
　登録をしているかどうかわからない時は、県教
育委員会にお問い合わせください（高知県教育委員
会文化財課☎ 088・821・4761）。
　登録証は、該当する刀剣類と一緒に保管し、運
搬したり、人に貸したりする場合は、必ず登録証
を携帯しなければなりません。また、刀剣類を紛
失したとき、盗まれたとき、相続などで所有者を
変更したときは、すみやかに県教育委員会へ届け
出をしてください。そのほか、わからないことが
ありましたら、歴史民俗資料館へお問い合わせく
ださい。

▽受付日時　毎月第 2火曜日
　　　　　　13時 30分 ～ 16時
　　　　　　（受付は 15時 30分まで）
▽費　用　1件につき 6,300 円
▽ところ　高知県教育委員会
　　　　　（県庁西庁舎3階会議室）

刀剣の登録は済んでいますか？
■問　歴史民俗資料館☎634・3706

特別展「安芸のおひなさま」は、4月 11日（日）まで開催中です。
その後、春のコレクション展（4月 13日～ 5月 30日）で、男児の節句、五月飾りを展示します。
▽ところ　歴史民俗資料館　　▽開館時間　9 時～ 17時　＊月曜日は休館

→　雑紙は分別をお願いします。 24広報あき 令和3年 4月



一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６
５．８～８．６
7.8 1．0未満

処分場独自排水目標
法排水基準
2月 3日

SS
mg/ℓ
２０以下
１５０以下

COD
mg/ℓ
２０以下
１２０以下
1.6

BOD
mg/ℓ
１０以下
１２０以下
０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下
３，０００以下
３０未満

採取試験日

東山旧処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６
５．８～８．６
8.0 1．0未満

SS
mg/ℓ
２０以下
１５０以下

COD
mg/ℓ
２０以下
１２０以下
2.2

BOD
mg/ℓ
１０以下
１２０以下
０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下
３，０００以下
３０未満

処分場独自排水目標
法排水基準
2月 10日

採取試験日

安芸市・芸西村火災救急出動状況

火

災

救

急

2　月　分 累　　　計
安芸市芸西村 計 安芸市芸西村 計種 　 別

建 物
林 野
そ の 他
　 計 　
急 病
交通事故
一般負傷
転 院
そ の 他
　 計 　

0
0
2
2
44
7
12
19
1
83

0
0
0
0
13
2
5
3
0
23

0
0
2
2
57
9
17
22
1

106

2
0
2
4

109
10
26
28
3

176

0
0
0
0
32
4
8
9
0
53

2
0
2
4

141
14
34
37
3

229

総人口   　16,824人
8,046人男
8,778人

（- 5）

（- 7）

（-12）

女

世帯数 8,185

6,509人
1,434人
2,844人
227人
1,926人
1,948人
169人
678人
1,089人

安芸町
伊尾木
川　北
東　川
土　居
井ノ口
畑　山
穴　内
赤　野

（地区別人口)【令和3年2月末日現在】人 口 統 計

＊（ ）内は前月比

内外国人数 84人
男 35人
女 49人

（+ 2）

（+ 2）

（ - ）

2 月  市長の活動　この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。

2
月
1
日（
月
）

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
春
季
安
芸
キ
ャ
ン

プ
歓
迎
セ
レ
モ
ニ
ー

・
令
和
3
年
度
当
初
予
算
査
定

2
月
2
日（
火
）

・
J
A
高
知
県
安
芸
地
区
常
務
ほ
か
と

の
協
議

2
月
3
日（
水
）

・
課
長
会
・
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
本
部
会

・
定
例
記
者
会
見

・
特
別
交
付
税
要
望
活
動（
W
E
B
面
談
）

2
月
4
日（
木
）

・
特
別
交
付
税
要
望
活
動（
W
E
B
面
談
）

・
保
育
の
公
的
保
障
の
拡
充
を
求
め
る

大
運
動
実
行
委
員
会
と
の
協
議

2
月
5
日（
金
）

・
県
ハ
イ
ヤ
ー
協
会
か
ら
コ
ロ
ナ
対
策

に
関
す
る
要
望
を
受
け
る

2
月
8
日（
月
）

・
県
安
芸
地
域
産
業
振
興
監
と
の
協
議

・
県
農
業
振
興
部
長
ほ
か
と
の
協
議

・
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
検
討
会
に

出
席（
W
E
B
会
議
）

2
月
9
日（
火
）

・
特
別
交
付
税
要
望
活
動（
W
E
B
面
談
）

2
月
10
日（
水
）

・
安
芸
土
木
事
務
所
管
内
豪
雨
に
強
い
地

域
づ
く
り
推
進
会
議
に
出
席

・
県
市
町
村
振
興
課
チ
ー
フ
ほ
か
と
の

協
議

・
県
広
域
食
肉
セ
ン
タ
ー
事
務
組
合
議

会
定
例
会
に
出
席（
高
知
市
）

・
高
知
大
学
書
道
部
O
B
展
訪
問（
高
知

市
）

2
月
12
日（
金
）

・
百
歳
長
寿
祝
い（
川
北
・
本
町
）

・
特
別
交
付
税
要
望
活
動（
W
E
B
面
談
）

・
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
事
務

局
と
の
協
議

・
市
社
会
福
祉
大
会
表
彰
式
典
に
出
席

2
月
15
日（
月
）

・
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
理
事

会
に
出
席（
高
知
市
）

・
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
理
事

会
に
出
席（
高
知
市
）

2
月
16
日（
火
）

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
オ
ー
ナ
ー
と

の
懇
談

・
掛
布
雅
之
観
光
特
使
と
の
懇
談

・
安
芸
青
年
会
議
所
理
事
長
ほ
か
と
の

懇
談

・
安
芸
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
出
席

2
月
17
日（
水
）

・
県
市
町
村
振
興
課
チ
ー
フ
と
の
協
議

（
高
知
市
）

・
県
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
課
と
の
協
議

2
月
18
日（
木
）

・
３
月
補
正
予
算
査
定

・
こ
う
ち
安
芸
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
㈱
専
務

と
の
協
議

2
月
19
日（
金
）

・
内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
本
部
事
務
局
地
方
創
生
総
括
官
・

総
務
省
自
治
財
政
局
過
疎
対
策
室
長

ほ
か
と
の
懇
談（
東
京
）

2
月
20
日（
土
）

・
県
事
前
復
興
ま
ち
づ
く
り
指
針
検
討

会
に
出
席（
高
知
市
）

2
月
21
日（
日
）

・
職
員
採
用
試
験

2
月
22
日（
月
）

・
市
議
会
議
員
協
議
会
に
出
席

・
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
推
進
本
部
会

2
月
24
日（
水
）

・
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
総
会

に
出
席（
高
知
市
）

2
月
25
日（
木
）

・
令
和
3
年
度
当
初
予
算
記
者
発
表

・
定
例
記
者
会
見

・
総
合
教
育
会
議

・
県
防
犯
協
会
理
事
会
に
出
席（
高
知
市
）

2
月
26
日（
金
）

・
安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
議
会
定

例
会
に
出
席

2
月
27
日（
土
）

・
Ｅ
55
高
知
東
部
自
動
車
道
高
知
南
国
道

路
全
線
開
通
式
典
に
出
席（
高
知
市
）

・
濵
田
尚
川
米
寿
記
念
書
展
訪
問（
高
知

市
）

相 談

▽と　き　4月 1 日（木）10時 ～ 15時
　　　　　（12時から13時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で
　変更する場合があります。
■問　法務局安芸支局☎ 35・2272

▽と　き　4月 21 日（水）10 時～ 12 時
▽ところ　総合社会福祉センター
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で
　変更する場合があります。
■問　総務課☎ 35・1000

▽と　き　4月 8 日（木）10時 ～ 14時 30分
　　　　　（12時から 13時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター 2 階 中会議室
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で
　変更する場合があります。
■問　南国年金事務所☎ 088・864・1111

▽と　き　4月 19 日（月）13時 30分 ～ 15時 30分
▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所（商工会議所2階）
＊相談無料　1人 30 分で予約制
＊借金などでお困りの人については、随時無料で受け付けしています。
＊法テラスの制度も使えます。
■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎ 35・8200

行 政相談

人 権相談

年 金相談

法 律相談

混ぜればごみ、分ければ資源！　→25 広報あき 令和3年 4月



→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 26広報あき 令和3年 4月



安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→27 広報あき 令和3年 4月



新型コロナウイルス感染症
対策による影響

こ
の
記
事
に
つ
い
て
感
想
や
意
見

が
あ
れ
ば
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載さ
れている行事、講座、窓口の開設などが中止または延期
になる場合があります。各行事などの実施については、
お出かけの前に、市ホームページやお問い合わせなど
によりご確認いただきますようお願いします。

＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更となる場合があります。

日 曜 4月の主な行事 時　間 場　所

--
特別展 「安芸のおひなさま」
（～4月11日）

歴史民俗
資料館9：00 ～ 17：00

火20 東京2020オリンピック
聖火リレー（安芸市内）

カリヨン広場～
本町コミュニティ
センター前

11：45 ～ 13：46

金9
令和3年度第1回市役所庁舎
および市立安芸中学校跡地
活用検討委員会

市役所北
別館2階
第1・2会議室

13：30 ～ 16：00

--
女性の家 常掲展
「アートサークル絵画展」
（～4月22日）

女性の家9：00 ～ 17：00

　広報あき4月号をもって広報担当から異動すること
になりました。広報担当として駆け抜けた3年間を振
り返ると、非常に濃く、刺激に満ちた日々でした。広
報の担当でいなければ見えなかった視点や経験できな

かったことが数多くあり、またさまざまな方と出会い、その方たちの思
いや人生感などに触れ、見聞を広めることもできました。この貴重な経
験は、かけがえのない大きな財産です。
　自分が撮影した写真や作成した文章が紙面に載ることへのプレッ
シャーを感じていましたが、広報を読んだ多くの方から叱咤激励をいた
だき、それが励みとなりこれまで走り続けることができました。広報あ
きを編集するにあたり、ご協力いただいた皆さまには感謝申し上げます。
　これからも市民の皆さまから親しみ続けていただけるよう、「広報あき」
は魅力ある情報を全力でお届けしますので、今後ともご愛読いただきま
すようお願いします。（嗣）
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